
議事概要 

会 議 の 名 称 第 64回 枚方市新型コロナウイルス対策本部会議 

開 催 日 時 令和 5年(2023年)4月 24日(月)午前 11時 00分～午前 12時 10分 

開 催 場 所 第 2委員会室（オンライン会議） 

案  件  名 

１．協議案件 

（１）各職場・職員における新型コロナ感染症対応について 

（２）今後の市所管施設の運営について 

（３）新型コロナ感染症対策に係る人員配置フェーズの廃止について 

（４）療養証明書発行の終了について 

（５）各支援策について 

（６）市民への広報について 

２．報告案件 

（１）保健所からの報告 

①５類移行後の変更内容について 

②感謝状の贈呈について 

（２）新型コロナワクチン接種について 

３．その他 

提出された資料等の 

名 称 

00-①次第 

00-②現在の感染状況について 

01-①協議案件「各職場・職員におけるコロナ感染症対応」通知文  

01-②協議案件「各職場・職員におけるコロナ感染症対応」参考１ 

01-③協議案件「各職場・職員におけるコロナ感染症対応」参考２ 

01-④協議案件「各職場・職員におけるコロナ感染症対応」参考３ 

01-⑤ 協議案件「（参考）新型コロナウイルス感染症の感染症法上の

位置付け変更後の基本的感染対策等」 

01-⑥ 協議案件「（参考）[別添]内閣人事局統括官通知（5 月 8 日以

降のコロナ対応）」 

02-①協議案件「今後の市所管施設の運営について」 

02-②協議案件「今後の市所管施設の運営について」施設利用時の遵守

事項等 

03-04協議案件「人員配置フェーズ廃止＆療養証明終了について」【保

健所】 

05協議案件「各支援策について」 

06-①協議案件「市民への広報について（ホームページ）」 

06-②協議案件「市民への広報について（ホームページ）」 

07-①報告案件「５類移行後の変更内容について」【保健所】 

07-②報告案件「感謝状の贈呈について」【保健所】 

08 報告案件「令和５年度のワクチン接種について」【新型コロナワ

クチン対策推進室】 

学校教育部 ５月８日以降の新型コロナウイルス感染症に係る出席停

止期間の変更について 



学校教育部 文部科学省 省令一部改正（案）20240414 

新型コロナウイルス対策本部会議本部員名簿（R５） 

療養期間の考え方等について（５月８日以降の取り扱い） 

決 定 事 項 

１．協議案件 

（１）各職場・職員における新型コロナ感染症対応について 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症への変更に伴う５月８日以

降の各職場、職員における基本的な感染対策及び本感染症にかかわる

特別休暇（交通機関事故休暇）の適用廃止をはじめ職員の服務等につ

いて決定された。 

 

（２）今後の市所管施設の運営について 

 感染者・濃厚接触者が利用者にいることを理由とする施設利用のキ

ャンセルについて、キャンセル料を徴収しないとする現在の取扱いを

令和５年５月７日までとし、８日以降については上記理由に基づくキ

ャンセルであっても、本来のキャンセル料を徴収することが決定され

た。その他、施設利用時の遵守事項（チェックリスト）について、運

用を５月７日までとし、５月８日以降は各利用者が自主的に感染防止

対策を行うこととする旨決定された。 

 

（３）新型コロナ感染症対策に係る人員配置フェーズの廃止について 

 ５類移行に伴う国や大阪府の方針転換が示されたことを受けて、本市

における感染者数を目安とするフェーズに応じた人員配置を廃止し、

庁内応援の要請を終了することが決定された。 

 

（４）療養証明書発行の終了について 

 療養証明書の発行事務について、５類移行に伴い終了するが、過去

の療養証明書の発行が継続することが懸念されることから、療養証明

書の発行期限を９月末までとすることが決定された。 

 

（５）各支援策について 

 新型コロナ対策として本市が行ってきた支援策について、令和５年

５月７日で終了する事業、５月８日以降継続していく事業等について

確認され、本市ホームページに掲載することが決定された。 

 

（６）市民への広報について 

 感染症法上の位置づけが２類相当から５類相当に移行されることに

よる、移行による変更点や今後対応について市民へ本市ホームページ

を通して周知していくことが決定された。 

 
 


